
　こんにちは。静岡県立大学看護学部の冨安です。
訪問看護ステーション実習では、日頃より看護学生
への教育的支援を賜りお礼申し上げます。あらため
て、長引く新型コロナ感染症対策、そして近年 多
発する自然災害の中にあって、地域の暮らしと命を
守る訪問看護に取り組む会員の皆さまに感謝と敬意
の気持ちをお伝えしたいと思います。
　今まさに県内で、「人生の最期までずっと住み慣
れた自宅で自分らしく暮らせる」ために、地域包括
ケアシステム構築、そして共生社会の形成への取り
組みが推進されています。静岡県立大学看護学部に
おいても、「持続可能な開発目標（SDGs）」が誓う

「誰一人取り残さない」共生社会の実現に向けて、
看護人材の育成を通じ、地域をつくり、地域をむす
び、そして、未来へつないでいくことを使命として
教育実践に取り組んでいます。
　住み慣れた地域で暮らすことを願う人々に寄り添
う訪問看護への期待の高まりは、10年前と比較し約
２倍を示す在宅の看取りの実数からも容易に理解で
きるところです（令和２年度静岡県訪問看護ステー
ション実態調査）。後期高齢化率（総人口に占める
75歳以上人口の割合）は15.2％であり（令和２年度
静岡県高齢者福祉行政の基礎調査）、過去最高を示
しています。超高齢社会を迎えた地域において、認
知症や複数の疾患、障がいを持ちながら療養する後
期高齢者への訪問看護の質の充実が求められると考
えます。さらに、医療技術の進歩を背景として、医
療的ケアが日常的に必要な子どもの数も増えていま
す。こうした子どもたちやその家族への生活継続の
支援にあたり、ケアプラン作成や関係機関との調整
には、　多職種と連携して訪問看護師が中心的な役
割を担う必要があると考えます。
　地域で暮らす生活者の多様なニーズにケアチーム
で応え、社会資源を活用・開発することができる看
護職へのバックアップ体制整備について、私たち看
護学部教員は、大学及び関係機関との協議を重ねま

した。その結果、令和２年12月
に看護実践教育研究センターを
開所することができました。本
センターの事業内容の柱のひと
つである看護職に対するリカレント教育として、令
和３年４月より特定行為研修（在宅・慢性）を開始
いたしました。地域で活躍する看護職のみなさまと
対話を重ね、学びの場として共にこのセンターを育
てていきたいと思います。
　一方、看護基礎教育においても、令和４年度に入
学する新入生から開始される改正カリキュラムにお
いて、「在宅看護論」の教育内容が見直されます。
見直しのポイントとして、対象や療養の場の多様化
に対応できるよう「地域・在宅看護論」に名称変更
し、内容を充実することがあげられました。内容充
実の理由は、看護職員の就業場所が医療機関以外に
訪問看護事業所や介護保険施設などに広がり、求め
られる能力が多様化していることがあげられます。
国内の訪問看護ステーションは、平成５年の277か
所から、現在13,003か所と推移し（令和３年度全国
訪問事業協会調査）、地域にある多様な看護の拠点
として、その存在感を増しています。
　人材育成は時間を要することもあり、訪問看護の
担い手不足や看護職員の高齢化にスピード感をもっ
て対応しているとは言い難いものがあります。しか
しながら、在宅看護論を学び、訪問看護に魅了され
た元看護学生がご自身のキャリアを見つめ、訪問看
護師として再就業されるケースが増えています。ま
た、育成プログラムにより、新卒訪問看護師が意欲
をもって看護を学び実践する環境が整備されつつあ
ります。これからも、さまざまな課題について地域
に暮らす人々と対話を重ね、チームでケアを提供す
る看護活動から、地域をつくり、地域をむすび、そ
して、未来へつなぐ訪問看護師の皆さまの活躍に期
待いたします。

訪問看護への期待
静岡県立大学看護学部／看護学研究科（在宅看護学）教授　冨安　眞理
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令和３年度　通常総会
　一般社団法人静岡県訪問看護ステーション協議会の令和３年度・通常総会は、６月20日（日）に静岡県総
合研修所もくせい会館にて開催されました。会員数は218事業所で、うち出席は26事業所、委任状は164事業
所で、会員の過半数の出席をもって総会は成立致しました。皆様のご協力にお礼申し上げます。
　総会では次の報告と議案が提案され、可決・承認されましたので、ご報告致します。

１．令和２年度事業報告
２．令和２年度決算報告
３．令和３年度一般社団法人静岡県訪問看護ステーション協議会理事
４．令和３年度事業計画・予算

【令和３年度　一般社団法人静岡県訪問看護ステーション協議会役員紹介】

会　　長　　　渡邊　昌子　　　公益社団法人　静岡県看護協会　会長
副 会 長　　　多田みゆき　　　社会福祉法人ふらら　地域複合施設ひより　業務部長
副 会 長　　　福地　康紀　　　一般社団法人　静岡県医師会　　理事
理　　事　　　松川　香織　　　訪問看護ステーションうしぶせ　所長
理　　事　　　木原　裕美　　　医療法人社団 静岡健生会 訪問看護統括所長
理　　事　　　望月　征美　　　一般財団法人恵愛会　在宅事業部
理　　事　　　松原　久美　　　訪問看護ステーションあおぞら　所長
理　　事　　　立花　恒輔　　　一般社団法人　焼津市医師会　　理事
理　　事　　　石神　弘美　　　㈱訪問看護ステーション・スポット　所長
理　　事　　　大村　早苗　　　つどいのおか訪問看護ステーション　所長
理　　事　　　松岡　有子　　　さくらんぼ訪問看護ステーション　　所長
理　　事　　　金丸　純子　　　ハートピアの森リハビリ訪問看護ステーション　所長
理　　事　　　松下　知子　　　訪問看護ステーションはまおか　所長
理　　事　　　工藤　成美　　　聖隷訪問看護ステーション富丘　所長
理　　事　　　藤原　京子　　　訪問看護ステーション安間　　　所長
理　　事　　　大村美紀子　　　訪問看護ステーション天竜　　　所長
監　　事　　　金木　昌之　　　一般社団法人　三島市医師会　　理事
監　　事　　　松井　順子　　　公益社団法人　静岡県看護協会　常務理事

東部支部長　松川　香織　 　中部支部長　石神　弘美　 　西部支部長　松下　知子

広報委員  　 ◎木原　裕美、　金丸　純子、　大村美紀子　　　　 ※ ◎は各委員会の委員長
研修委員　　◎工藤　成美、　松原　久美、　松岡　有子
総務委員　　◎大村　早苗、　望月　征美、　藤原　京子
企画委員　　◎工藤　成美、　松川　香織、　松原　久美
　　　　　　　石神　弘美、　大村　早苗、　松岡　有子、　松下　知子
事 務 局　　　鈴木　惠子（事務長）、　白鳥江里佳、　竹之内理香、　山本　理恵、　加藤　飛鳥
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在宅ケア普及啓発県民フォーラム（東部）

テーマ：�「人生最後の過ごし方の選択」
　　　　～本人・家族の意思決定をチームで支える～
日　時：令和２年12月５日
会　場：富士市フィランセ　西館４階　大ホール
参加者：�48名（新型コロナウィルス感染予防対策と

して最小限の参加者で行われました）

訪問看護ステーションあい　
望月　愛子

　今回の基調講演では、富士市医師会在宅医療委員
会の院長として富士市で在宅医療に貢献されている
鈴木先生から『意思決定支援』について、厚生労働
省から出されているガイドラインを抜粋し丁寧に説
明され、その後に鈴木先生が在宅診療の経験を通し
てお話をされました。「自己決定のできる方は多く
なく、できない方も多く、そこをサポートしていく
ことは本人・家族にとっても有意義で、大事な問題
であることがわかりました」とまとめていました。
改めて意思決定支援の難しさと課題を痛感し、本
人・家族に対して様々な人たちがチームとなって支
えていく必要性を実感しました。
　シンポジウムは『透析を受けながら在宅生活を送
るがん末期患者の意思決定支援と看取り』の事例で
私の実母の事例をあげて頂きました。シンポジスト
は家族（娘）、医師２名（透析管理、訪問診療）、訪
問看護師、ケアマネジャー、ヘルパー、訪問入浴、
福祉用具の方々と多彩なサービスが関わっていまし
た。関係者から関わった様子の紹介がありました。
　短い期間にいくつもの意思決定をせざるを得ない
状況でした。貧血精査の結果、癌が発覚し手術を決
め、その矢先に両下肢の痛みと浮腫で腎機能も悪く
人工血液透析を勧められました。以前から透析は勧
められていましたが、本人が「透析はやらない」と
決めていました。家族も同意していましたが、症状
緩和のためには透析を選択せざるを得ず本人も承諾
しました。癌に関しては透析が落ち着いたら手術を
考えていましたが、透析開始からしばらくして腰痛
を訴え、痛みと歩行困難で日常生活に大きく影響し
てきました。MRIの結果、癌による転移と医師から
言われ、短期間に色々な事が起こり本人や家族に
とってかなりの戸惑いがありました。この状況で医
師から療養場所の確認がされましたが迷わず在宅療
養を決断しました。母は常々「病院は病気を治して
もらうところ。治らなければ行く意味がない。家に
居たい。」と言っていました。母には療養環境を整
えるために一旦入院してもらい、退院後私は家族と

して関わる一方で訪問看護師としても関わることに
なりました。仕事をしながらの介護は大変でしたが、
母を看ながら多くのことを学びました。忙しいとつ
い荒くなり粗雑なケアになってしまうことも多々あ
り「母親だから許してくれるかな」と思いきや透か
さず「よそに行っても、こんなふうにやるの？」と
心を見透かされていたこともしばしばありました。
ゆとりを持って接すると「こんな風にやってもらえ
るといいね、病院じゃやってくれないし、いい仕事
だね」と言ってくれました。母から「いい仕事して
いるね」と言われた時は心からうれしく思いました。
また、家に居たことでいつでも母の友達や近所の方、
姉妹、ひ孫たちが母に会いに来てくれました。うれ
しそうな顔が今でも脳裏に残っています。最期は眠
るようにひとりで逝きました。母らしい最期であっ
たと思います。
　短期間にいろいろなことを決断し、日々これで良
かったのか自問自答して時が過ぎていきました。そ
んな私を支えてくれたのは一緒に母を看てくれた
チームの人たちでした。日々の小さな出来事に一緒
に笑い喜んでくれるチームメンバーがいてくれたこ
とで救われました。訪問看護という仕事が私を支え
たことで、母を看取れ最高の親孝行ができたことに
感謝しました。家族として、訪問看護師として色々
なことを経験しました。そしてこの経験が代えがた
い私の宝物になり、フォーラムで発表できたことも
うれしく思います。
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　富士市厚原にある訪問看護ステーション都富（く
によし）です。弊社は浜松にも訪問看護、居宅介護
支援、訪問介護、通所介護事業を提供しています。
なかなか１度で都富と読んで頂ける方は少ないです
が、都富という社名にはこういった意味が込められ
ています。
　弊社の会社のロゴは遠州七不思議の１つ片葉の葦
をモチーフにしています。葦（あし・よし）は草原
に生える植物です。都に葦のように根を張って成長
できるようにと意味がこめられており、当ステー
ションが在る富士の富という字も（よし）と読める
ことから、富士の都に葦のように根を張って富める
ように、という意味で命名しました。
　当ステーションは平成26年６月に開設し
今年で７年目を迎えようとしています。富
士市・富士宮市全域を対象とし小児から高
齢者とあらゆる年代の方を訪問しています。
住み慣れた地域・住まいで安心して暮らし
ていくために、より地域に根ざしたサービ
スを提供するという思いを柱として、看護
師５名、理学療法士６名、事務１名で日々
精進し頑張っています。スタッフの年齢は
平均38歳で、若手からベテランまで在籍し
ています。訪問看護が初めてというスタッ

フがほとんどですが、利用者や家族の日常生活を看
護・リハビリの両面からサポートし、安心して在宅
で生活できるように取り組んでいます。　
　最初は「訪問看護ってどんなことしてくれる
の？」とおっしゃる利用者や家族も多いですが、最
後には「ありがとう」「すごく助かりました」とい
う声を頂き、私たちの励みになっています。これか
らも利用者や家族の皆様が住み慣れた地域で安心し
て生活できる様にスタッフ一同努めていきます。

　次は「マ・メゾン花水木訪問看護・リハビリテー
ション」です。

　こんにちは、訪問看護ステーションいちごです。
　当ステーションは、平成28年３月15日に清水区神
田町に開設しました。職員は、看護師６名、事務職
１名で活動しています。小規模なステーションでは
ありますが、訪問看護に対する熱意をもってケアし
ています。事務所内の雰囲気は明るく、常に意見交
換をし、検討会を行っています。
　ここで、私たちのステーションの基本理念・方針
を紹介します。
　「人はこころ」

　その人の思いやるこころ、礼節を持ち気遣うここ
ろ、その人の立場になり行動するこころを大切に確
かな知識と技術を持ち信頼されるサービスの提供に
努めます。
　「人と縁」
　人は他者と出会い成長すると考え、利用者を医
療・介護・福祉・保健、また地域・社会から評価さ
れるように日々研鑽し、向上に努めます。
　「一期一会」
　その日の出会いは、一生に一度しかないものと考

東　部 佐藤　亜由美訪問看護ステーション都富（クニヨシ）

中　部 青木　浩巳訪問看護ステーションいちご
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え、誠実なこころで接するように努めます。
　利用者の年齢は、９歳から100歳まで幅広く、疾
患も複雑化しています。確かな知識・技
術をもって個々のニーズに合わせ、より
良い在宅療養生活ができるように日々切
磋琢磨しながら頑張っています。
　利用者や家族より「ありがとう」「安
心します」「また待ってます」などの言
葉をいただいて日々頑張ることができ、
こうして続けられることに感謝していま
す。
　まだまだ未熟なステーションではあり
ますが、他事業所の方々と連携し、地域
貢献を目指していきたいと思います。

　次は「訪問看護ステーション　ルピナース島田」
です。

　こんにちは、訪問看護ステーションすずかけです。
　当ステーションは、2015年に開設し７年目を迎え
ました。磐田市の南部に位置する回復期リハビリ
テーションを主とした「すずかけヘルスケアホスピ
タル」の病院内に事務所があります。訪問地区は、
旧豊岡村を除く磐田市内と袋井市南部です。スタッ
フは、看護師９名（常勤）・理学療法士２名（常
勤・非常勤）・作業療法士２名（常勤）・事務員１名

（常勤）です。子育てや介護をしながら働くスタッ
フがほとんどですが「困ったときはお互い様」と思
いやりの気持ちを持ったスタッフが多く、とても働
きやすい職場環境です。
　当ステーションは「旅人が疲れを癒した、すずか

けの木陰のようにやさしさと思いやりにあふれた医
療と介護を提供し、地域社会に貢献します」という
法人の経営理念のもと、日々のケアに当たっていま
す。利用者・家族がその人らしく生活できるように、
スタッフ間の話し合いを大切にしています。定期的
に行っているカンファレンス以外にも、訪問時の気
づきに対しすぐに相談し合える体制が整っています。
看護師と療法士間の意見交換も活発です。また、主
治医やケアマネジャーとの情報共有も密に行い、利
用者・家族の「困った」に迅速に対応ができるよう
に心掛けています。
　課題もニーズも多様化・複雑化する社会において、
質の高いケアを提供し続けるために、研修への参加

も積極的に行っています。
　「すずかけさんにお願いしてよかった」

「すずかけさんが来ると安心する」「（介護
者が）自分も介護が必要になったら、すず
かけさんに頼むよ」など利用者・家族より
嬉しい言葉をよくかけて頂きます。これか
らも、地域の皆様の期待に応えられるよう
に日々精進してまいります。

　次は「訪問看護リハビリステーション　
リューレント磐田」です。

西　部 唐木　ななえ訪問看護ステーションすずかけ
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在宅ターミナルケア研修に参加して
� しずおか日赤訪問看護ステーション　

細川　真理子

　終末期では、病状の変化や不安・葛藤の中で覚悟
が揺らぐ家族もいるため、日頃の自分の対応がこれ
でよかったのか、チームとしての関わりはどうだっ
たのか悩むこともあり、研修に参加しました。
　エンド・オブ・ライフケアの講義では、人生の最
終段階における医療・ケアの概念や特徴を学びまし
た。「人生の最期まで大切にしたいもの」を自分自
身でも書き出すことで、大切にしたいものや生きる
価値は一人ひとり違うことを再認識し、どうしたら
叶えられるかを共に考え支援していくことがその人
に寄り添うという事だと改めて学ぶことができまし
た。　　
　基本的コミュニケ―ションスキルの講義では、
ロールプレイングを行いました。実際に、患者役や
家族役を演じることで、患者・家族の思いを実感し、
他者から意見をもらうことで自分の関わりを振り返
るよい機会となりました。その中で、自分の関わり
はこれでよかったのだと自信を持つことができた事
や、苦手であった沈黙の時間は相手にとって大切な
時間であり、待つ姿勢を持つことも大切であると学
びました。

　また、がん治療や副作用・疼痛コントロール・症
状マネジメントについて事例を通し学ぶことができ
ました。がん性疼痛では強い痛みが持続するとその
人の日常生活や生き方だけでなく、スピリチュアル
な面まで影響を与えてしまいます。そのため疼痛緩
和がいかに大切であるか、また、医療用麻薬を使用
している方も多いため、訪問看護師も副作用やオピ
オイドスイッチについての知識や、その際、本人や
家族へ説明できるようにしておくことが必要である
ことを再認識しました。
　３日間の研修での知識・技術はすぐに実践できる
ものも多く、自分を振り返るよい機会となりました。
今後も、利用者・家族と時間や空間を共有し、思い
を引き出し
ながら最期
の瞬間まで
寄り添い関
わることを
大切にして
いきたいと
思います。

「訪問看護ステーション看護師研修（ジェネラル）」の感想
� 訪問看護ステーションふれあい　

理学療法士　秋山　志保

　「看護師のメンタルヘルスケア」の講義で最も印
象に残ったことは、コロナ禍におけるメンタルヘル
スへの影響を鑑みて、世界保健機構（WHO）は

「ソーシャルディスタンス」というワードを 「フィ
ジカルディスタンス」に言い方を改めたという話で
す。それは健康的な生活を送るために、感染予防と
して物理的な距離を取ることは必要であっても、人
と人との人間的なつながりはこれまで通り距離を置
かず保つことが重要との思いが込められた表現です。
職場の仲間とも、利用者との間でも、プライベート
においても人と人のつながりを保つという視点が、
コロナ禍におけるメンタルヘルスケアにとって大事
であるということを改めて感じました。
　また、私たち医療従事者は相手の状態や外傷体験
を理解しようとすることで、相手と同様の苦痛を感
じたり、自身の経験を思い出すことで「共感性疲
労」を感じやすい職業であるという話も印象に残り
ました。私自身の日々の訪問を振り返ると思い当た

ることがあり、自分では自覚しないうちにストレス
を感じていたのだと気づかされました。「笑顔で接
しなければならない」「怒ってはいけない」「共感で
きなくてはならない」といった感情規制がより知ら
ぬ間にストレスになっているということです。自分
の感情を認め、理解し、時には誰かに助けを求めつ
つ、自己のストレスと上手に付き合っていきたいと
思いました。
　今回の研修は会場研修とオンライン研修のハイブ
リット型という私にとって初めての体験でした。私
はオンラインでの研修を選択しましたが、非常にス
ムーズに聴講することができました。コロナ禍にお
いても自宅で講師の先生や聴講されている皆さんと
のつながりを感じ、有意義な研修を受けることがで
き、心から感謝しています。今回の研修を日々の仕
事に活かし、訪問看護・リハビリが利用者にとって
も私たちにとっても、よりよい時間になるように取
り組んでいきたいと思います。
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訪問看護ステーションはまおか　笹原　由子

「新しい生活様式からはじまる感染予防対策研修」に参加して

開催日時：2021年３月13日（土）
場　　所：掛川市生涯学習センター
参 加 者：19名
講　　師：�松井　順子氏
　　　　　市立御前崎総合病院　感染管理認定看護師

　新型コロナウイルス感染拡大のなか、自分たちが
行っている感染予防対策は適切なのか不安をもちな
がら日々の業務にあたっているのが現状だと思いま
す。今回、改めて感染予防対策研修に参加して感染
予防についての知識技術を学び、自分たちが行って
いる感染予防対策が適切であるのか検証し、改善し
ていきたいと思いこの研修に参加しました。
　なぜ感染が起こるのか、そして感染を防止するに
は感染経路を遮断すればいい。その方法として標準
予防策と感染経路別予防策があるといったように順
序立てて、とてもわかりやすい内容でした。標準予
防策の考え方として感染症の有無に関わらず、すべ
ての利用者に適用されるとなっています。改めて自
分自身だけでなく利用者や家族、関わっている在宅
スタッフみんなを感染から守るためにも重要な予防
策であり、正しく確実に行われなければいけないと
思いました。病院勤務の看護師とは違い、訪問看護
師は1日に何件も利用者宅を訪問し、利用者だけで
なく家族など多くの方と関わります。また、利用者
宅の環境も様々であり手洗いも困難な場合がありま
す。そのため、きちんと標準予防策を理解したうえ
で実施できるよう訪問看護師個々の感染予防に対す
る知識、技術の獲得が必要だと思いました。
　標準予防策の種類の中でまずは手指衛生が最初に
挙げられます。流水と石鹸による手洗いと速乾性手
指消毒の方法を学びました。今までにも何度か方法
を学んできましたが、実際に普段から行えているか
と振り返ると反省するところがあります。流水と石
鹸による手洗いに関しては40秒以上をかけての手洗

いを推奨されていますが、実際の訪問先ではなかな
か難しいのが現状です。限られた時間と環境のなか
でも効果的な消毒となるには、手のどこに汚れが残
りやすいのかポイントを意識して行うことが重要だ
と学びました。またマスクや手袋、エプロンなど個
人防護具を使用していますが、正しい外し方が行え
ているか自分だけでなく自部署スタッフにも改めて
確認が必要だと思いました。新人看護師は学校の授
業で学んできているためほぼできているそうです。
私自身もそうですが、当ステーションでは比較的ベ
テランのスタッフが多いのでしばらくは意識しなが
ら行い、それが自然に身について無意識に行えるよ
うにしていく必要があると思いました。
　次に感染経路別予防策について学びました。病原
微生物が確認された場合、感染経路と伝播経路を確
認するとともに、利用者の状態を踏まえた対策を実
施する必要があります。無闇に物品を使って感染予
防対策を行えばいいのではなく、必要性を評価し正
しく、確実に実施することが大切だと学びました。
感染症について必要以上に心配をして対策を行うの
ではなく、正しい知識をもとに不必要な心配や不便
をせず、在宅療養者とその家族や関わるスタッフが
安全に過ごせることが重要であると思いました。
　今回、他の地域のステーションスタッフも参加し
ており各ステーションでの感染対策を聞く機会にも
なりました。地域ごとに新型コロナウイルス感染者
数に差があることから、感染に対する危機管理意識
の違いを感じました。また施設ごとに管理状況や運
営に相違があります。私の地域では新型コロナウイ
ルスの感染者数が比較的少ないこともあり、感染に
対する意識が低いように感じました。
　この研修を通して感染対策の意識や問題を考え、
どのスタッフも正しく確実に感染予防対策が実施で
きるようにしていきたいと思います。
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　人はコロナで困っているけれど、自然はいつも

の歩みで、秋の準備をしています。稲は穂を実ら

せ、コスモスの花も咲きはじ

めました。

　時には自然を感じて、秋を

見つけてみましょう。

研修のお知らせ
　新型コロナウィルス感染症対策として受講者の皆様にはマスク着用、手指消毒、検温へのご協力をお願いして
おります。よろしくお願い致します。

◆在宅普及啓発　詳細につきましては、各事業所へチラシを発送しますのでご確認ください。
地　区 開催日時 会　　場

東　　部 令和３年12月４日（土） ＴＭＯホール
中　　部 令和３年10月23日（土） 静岡労政会館大ホール
西　　部 令和３年10月16日（土） 地域情報センターホール

◆技術向上研修　申込締切は開催日の１週間前までです。FAXにて受講許可書を送信します。
地　区 開催日時 会　　場

東　　部
令和３年10月６日（水）　18：30～20：30 プラザヴェルデ401会議室
令和３年10月20日（水）　18：00～20：00 富士市ロゼシアター

中　　部
令和４年１月20日（木）　18：30～20：30 あざれあ第３会議室
令和４年２月10日（木）　18：30～20：30 清水テルサ６階研修室小

西　　部
令和４年１月21日（金）　18：00～20：00 中部ふくしあ研修室
令和４年２月４日（金）　18：00～20：00 聖隷研修センター（和合）

◆認知症訪問看護研修　申込締切　中部は令和３年11月12日（金）、西部は令和３年10月１日（金）まで。東部は終了しました。
地　区 開催日時（各地区全２日間） 会　　場

中　　部
令和３年12月11日（土）　10：00～16：00 もくせい会館第一会議室
令和３年12月12日（日）　10：00～16：00 もくせい会館第一会議室

西　　部
令和３年10月30日（土）　10：00～16：00 研修交流センター51研修交流室
令和３年10月31日（日）　10：00～16：00 研修交流センター62研修交流室

◆経営セミナー・開設セミナー　申込締切は開催日の５日前までです。
セミナー 開催日時 会　　場

経営セミナー 令和３年12月８日（水）　10：00～16：00 ホテルアソシア小宴会場２階
開設セミナー 令和３年12月15日（水）　13：30～16：00 ホテルアソシア小宴会場２階

◆在宅ターミナルケア研修　申込締切は令和３年10月８日（金）まで。東部・中部は締め切りました。
地　区 開催日時（各地区全３日間） 会　　場

西　　部
令和３年11月6日（土）　13：30～16：00 研修交流センター51研修交流室        
令和４年１月15日（土）　10：00～16：00 研修交流センター51研修交流室
令和４年２月11日（金・祝日）　10：00～16：00 研修交流センター51研修交流室
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